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12
月
15
日
、
東
京
都
障
害
者
福
祉
会
館

（
東
京
都
港
区
）
に
お
い
て
、
日
身
連
の

定
款
改
正
案
を
主
な
議
題
と
し
た
臨
時
評

議
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
会
議
で
は
、
議
案
1 

日
身
連
定
款
改

正
案
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の

改
正
は
、
こ
れ
ま
で
も
お
知
ら
せ
し
て
き
た

と
お
り
、
経
営
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化

や
財
務
規
律
の
強
化
な
ど
を
改
革
の
主
な

柱
と
し
た
、
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴

う
定
款
改
正
と
な
り
ま
す
。
改
正
に
あ
た
っ

て
は
、
今
夏
か
ら
正
副
会
長
会
を
中
心
に
議

論
を
重
ね
、
ま
た
、
検
討
経
過
な
ど
に
つ
い

て
も
、
各
加
盟
団
体
に
対
し
、
今
秋
か
ら
２

度
に
わ
た
り
情
報
提
供
し
な
が
ら
慎
重
に
進

め
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
検
討
を
踏
ま
え

て
12
月
1
日
に
開
催
さ
れ
た
理
事
会
に
お
い

て
、
定
款
改
正
案
が
審
議
･
承
認
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
今
回
の
臨
時
評
議
員
会
に
議
案
提

出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
改
正
の
内
容
は
、
厚

労
省
の
定
款
例
を
踏
ま
え
た
大
幅
な
改
正
と

な
る
た
め
、
議
事
で
は
、
各
条
項
や
文
言
に

つ
い
て
の
質
問
や
確
認
が
行
わ
れ
、
審
議
の

結
果
、
議
案
は
原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た

（
2
面
以
降
に
新
定
款
を
掲
載
）。

　

評
議
員
会
で
の
承
認
を
受
け
て
、
所
轄
庁

で
あ
る
厚
労
省
に
定
款
改
正
案
の
認
可
申
請

を
行
い
ま
し
た
。
な
お
、
新
定
款
の
施
行
日

は
平
成
29
年
4
月
1
日
で
す
。
今
後
は
新
定

款
に
基
づ
き
、
評
議
員
の
選
任
を
行
う
ほ
か
、

新
役
員
の
推
薦
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
進
め

て
い
く
予
定
で
す
。

　

そ
の
他
、
報
告
事
項
と
し
て
（
1
）
日
身

連
副
会
長
の
選
任
（
森
正
義
理
事
･
宮
城
県

身
協
会
長
）（
2
）
日
身
連
評
議
員
選
任
･

解
任
委
員
会
運
営
細
則 （
3
）
熊
本
地
震
支

援
金 （
4
）
松
井
逸
朗
前
会
長
を
偲
ぶ
会 

（
5
）
国
及
び
政
党
等
の
会
合
等
に
つ
い
て 

（
6
）
第
62
回
日
本
身
体
障
害
者
福
祉
大
会

ぎ
ふ
清
流
大
会
に
つ
い
て
な
ど
の
報
告
が
行

わ
れ
、
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
次
回

の
評
議
員
会
は
3
月
22
日
に
開
催
予
定
で
す
。

臨
時
評
議
員
会
を
開
催

定
款
改
正
案
を
承
認 

認
可
申
請
へ

臨
時
評
議
員
会
を
開
催

定
款
改
正
案
を
承
認 

認
可
申
請
へ

　障害者権利条約の採択から日本が条約に批准
するまでの間、日身連はじめ、多くの障害者団体
や障害関係団体、そして、何よりも障害当事者
の方々が、長い時間をかけて議論を重ねながら、
改正障害者基本法、障害者総合支援法、障害
者差別解消法といった法律を作りあげました。
また、障害者権利条約の理念でもある私たち抜
きに私たちのことを決めないでという意志を、
政策協議する場の仕組みとして構築することも、
私たちの大きな目的の一つでもありました。そう
した運動が、大きな変革の波を作り権利条約を
批准させたことは、大きな喜びとして私たちの
記憶に残るものとなりました。特に、昨年4月に
施行した障害者権利条約の理念である障害者差
別解消法は、その目的を、障害の有無によって分
け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し
合い共生する社会の実現に資するとしました。
また、障害は個人の心身機能によるものではなく、
社会的障壁との相互作用による、いわゆる障害の
社会モデルと定義づけ、差別とは不当な差別的
取扱いと合理的配慮の不提供だと定めました。
そういったことからも、差別解消法を大きく育
て地域に根づかせていかなければなりません。
しかしながら、その期待に反して、法律に対する
認識の広がりがあまり進んでいないことが見受
けられます。私たちひとりひとりが、意識して、
障害に対する正しい理解を地域社会へ広げてい
かなければなりません。
　その一方で、災害時における障害者支援につい
ても、同様に当事者の方の声を反映させた支援
がきちんと行われるようにしなければなりませ
ん。東日本大震災や熊本地震によって今も、支
援を必要としている方々がおられることは極めて
深刻なことと捉え、その方々が安心して日常の
生活を取り戻せる環境が整えられるように、日
身連は、国などへの働きかけを続けていかなけ
ればならないと思うところです。
　今まさに、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック大会の開催に向け、官民一体となって、
ユニバーサルデザインの社会の実現をめざす機
運が高まっています。政府は、その実現に向け、
障害者の声を反映した施策が実行できるよう動
き出しているところです。全国に組織をもつ連合
会です。その組織力をもって、ネットワークの輪
をさらに強固にし、私たちが地域社会に対して担
うべき役割として、障害者差別解消法が大きく
育つよう、綿密な連携のもと、協力して取り組み
を進め、共生社会の実現に向けて、ともに頑張っ
てまいりましょう。
　すべての皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈
り申し上げ、新年のご挨拶といたします。    

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
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謹んで新年の
ご挨拶を申し
上げます

い

い
つ

ま
つ

ろ
う

も
り
ま
さ
よ
し


